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         売掛金を支払ってくれなくなったら

（１）見通しを立てる
　多くの場合は、手遅れになっていることが多いと
思います。相手方の現在の状況を調査して、今後の
回収が見込めるか考えましょう。会社を閉めている
とか、社長が行方不明とか、弁護士から破産の通知
書が届いた場合には、回収は困難です。
　弁護士と相談して、今後の方策を検討しましょう。

（２）相手が営業を続けていた場合
　回収の可能性があります。相手の状況を調査しま
しょう。遅ればせながらでも、会社の信用情報を入
手し、会社や社長の自宅の不動産登記簿謄本を入手
しましょう。何度も会社を訪問し、責任者から現在
の状況と今後の見通しを聞くことが大切です。

（３）売掛金の優先順位は低く、回収できないリス
　　  クが高い
　不動産は、銀行の担保に入っていて、回収は見込
めません。銀行預金は、銀行の貸付金と相殺されて
しまいますから、これまた回収はできません。しか
も、税金や従業員の給料などが優先されますから、
売掛金は後回しにされる可能性が高いのです。
　したがって、事前に十分な回収対策を立てておく
ことが必要なのですが、相手の調子が悪くなってか
ら回収しようとしても、上手くいかないことが多い
のです。

（４）スピードが第一
　売掛金の支払を待っていても、手遅れの可能性が
ありますから、回収するためには、他の会社より先
んじて回収に着手することが必要です。
　しかも、回収できる資産から早急に回収していく
ことが必要です。不動産や銀行預金からは、回収す
ることが難しいですから、売掛金を差し押さえるこ
とが回収につながることが多いと思います。
　判決などの債務名義を取得して、売掛金や商品を
差し押さえるところまでくると、やはり弁護士の経
験と腕が結論を左右します。

      粘り強く、時にはあきらめることも

（１）あきらめてしまえば、回収はできません。債
権者の多くは回収をあきらめてしまいますので、早
く回収に着手すれば、意外に回収に結び付くことも
あります。やはり、努力する人は報われます。　

（２）しかし、状況によっては、どうしても回収が
難しい場合もあります。このような時は、時間とお
金をかけても無駄ですから、早目に回収を断念した
方がよいこともあります。このような見通しなども、
経験のある弁護士に相談するとよいでしょう。
　

（３）債権回収は、上手くいかないことが多いと思
います。何をしても手遅れの場合も考えられます。
手遅れにならないように、取引先の会社を調査し、
会社の様子を見たり、担当者や責任者から話を伺っ
たりといった不断の努力の積み重ねが、万が一の場
合の回収につながります。「成功に早道なし」です。
　
　　　最後に　―売掛金回収の難しさ―

（１）何といっても、回収に着手して、売掛金や銀
行預金を差し押さえれば、取引先の会社は従業員に
対する給料や銀行に対する借金を支払うことができ
なくなり、倒産してしまう可能性があることです。
自分が倒産の引き金を引いてしまうことになるかも
しれないのです。

（２）もちろん、売掛金を払ってくれない取引先が
悪いことは当然ですが、これまで取引をしてきた取
引先を倒産に追い込んでしまうことになるのですか
ら、決断が必要になってきます。回収現場では、こ
のような悩ましさがついて回ります。

（３）回収を躊躇していると、取引先が倒産して回
収が不能となったり、他の債権者が先に回収してし
まったりして、自社の売掛金が回収できなくなって
しまうことにもなります。

（４）結局は、取引先の実状を正確に把握し、早晩
倒産する可能性が高いかどうかの見直しを立てるこ
とが重要です。
　倒産もやむなしという状況であれば、回収に舵を
切ることも合理的ですし、心理的にも抵抗は少ない
と思います。このような悩ましさを乗り越えて、回
収の荒海を乗り切っていくのです。弁護士の仕事も
大変でしょう。
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平成３０年５月１１日，「働き方改革」をテーマに、
第２４回ブナ森セミナーを開催しました。本セミ
ナーでは、「働き方改革」の概要について触れた後、
改正の２大柱である、労働時間の上限規制や同一労
働同一賃金について解説しました。

　　     同一労働・同一賃金関係

改正の概要

① 均等処遇・均衡処遇の適用対象拡大（条文  
    の整理）
改正法は、有期雇用労働者についても、均等処遇・
均衡処遇の適用対象とします。
すなわち、通常の労働者と①職務内容，②職務内容・
配置の変更範囲が同一であるパートタイマー・有期
雇用労働者（以下「非正規社員」といいます。）に
ついては、「差別的取り扱いの禁止」の対象となり
ます（パートタイム労働法９条）。
さらに、通常の労働者と非正規社員間の不合理な待
遇差が禁止されます（パートタイム労働法８条）。

② 待遇差等の説明
    （パートタイム労働法１４条）
本改革の画期的な施策として挙げられるのが、同法
１４条の待遇差の説明等です。これは、有期雇用労
働者についても説明義務の対象者としたうえで、不
合理な待遇の禁止に関する８条について、事業主に
対し、非正規社員からの求めがあるときには、「通
常の労働者」との間の「待遇の相違の内容及び理由」
等を説明することを義務付けるものです（パートタ
イム労働法１４条２項）。説明を求めたことを理由
とする不利益取り扱いは禁止されます（同法同条３
項）。

労務管理上の対応について

① はじめに（不合理性の判断について）
上記のうち、紛争になりがちなものとしては、「不
合理な待遇差の禁止」と考えられます（パートタイ
ム労働法８条）。
どの程度の差異が「不合理」といえるかは、個々の
待遇ごとに、当該待遇の性質・目的に照らして適切
と認められる事情を考慮して判断します。その際に
は、㋐職務内容、㋑職務内容・配置の変更範囲、㋒
その他の事情を考慮します。
以下、具体的な労務管理上の対応に関する一案をお
示ししたいと思います。

②現状の待遇差の分析
まず、正社員と非正規社員との間に、個々の待遇差
ごとに、どのような差異があるか確認します。その
際には、相互に関連性のある手当がある場合にはそ
れらがどのような関係にあるのか、特定の手当てが
どのような経緯を踏まえて支給されるようになった
か、手当ての支給が開始された後にその内容に変更
があるか、その内容はどのように変更されたのか等
を確認しておきます。

③待遇差の整理と各待遇の趣旨・目的の客観 
  的な検討
その上で、正社員に支給されている個々の待遇につ
いて、支給要件や内容から、どのような趣旨・目的
に基づき支給されているのかを整理します。そして、
当該趣旨・目的が、非正規社員に対しても同様に及
ぶものかを客観的に検討します。

『働き方改革』をつかむ
　～働き方改革は，何を
　「改革」するのか～
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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律
（いわゆる，パートタイム労働法）

第８条　均衡待遇規程
　①職務内容，②職務内容・配置の変更範囲，③その他の

事情を総合的に考慮して，通常の労働者との待遇差が
不合理であってはならない。

第９条　均等待遇規定
　①職務内容が同一，かつ，②職務内容・配置の変更の

範囲が雇用の全期間において同一と見込まれる場合，
通常の労働者との待遇差があってはならない。
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          　　　はじめに

　売掛金の回収のご相談は、いつもあります。お金
を返してもらう相談でも、前回お話ししました、個
人間のお金の貸し借りと、違いはあるのでしょうか。
　個人間でお金を貸した場合、とても回収が難しい
ことは前回お話しした通りです。銀行などが相手に
してくれなくなったような人から、借金を頼まれる
ケースが多いからです。
　それに比べて、売掛金の回収は、これまで取引を
してきた相手方ですから、会社の業務内容もよく分
かっていますし、余程のことがない限り、回収に苦
労することはないように思います。しかし、実際に
相談を受けてみますと、売掛金の回収が困難な場合
が結構あります。
　私は、以前に、住管機構（住宅金融債権管理機構。
現整理回収機構）の顧問弁護士を６年間務め、数多
くの不良債権の回収を担当してきましたので、その
経験やノウハウなどもお話ししたいと思います。
      
         売掛金を回収不能としないために

（１）まず、信用状況の悪い取引先と取引をしない
　　  こと
　当たり前ですが、これがなかなか難しいのです。
取引の最初に、相手方の経営状況や信用状況を調査
すればよいのでしょうが、その調査の時間や費用を
考えて、なかなか調査ができないのが実際です。
　十分な調査は難しいとしても、少なくとも、相手
の会社を訪問する、社長と面談する、業界での評判
などを確認しておく、できれば会社の登記簿謄本や
簡単な信用調査情報を入手しておくなどは心掛けた

いものです。長年の経験で、何かおかしいと感じた
ら、さらに詳しく調査をしてから取引を始めること
が肝要です。

（２）取引の最初に必要な書類は作成しておくこと
　金額が少ないと、口頭だけで受注してしまうこと
はありませんか。今後、売掛金を払ってくれなくな
ることも想定しておきましょう。取引基本契約書ま
では難しいとしても、契約書、納品書、請求書は最
低限作成しておきましょう。取引の証拠を残してお
くこと。商売の基本ですね。

（３）取引の最初に重要な情報は入手しておくこと
　万が一、売掛金を払ってくれなくなったことを想
定しましょう。訴訟を起せば、売掛金を回収できる
わけではありません。判決を取っても、相手方の財
産を差し押さえ（強制執行といいます）しなければ、
回収につながりません。売掛金を払ってもらえなく
なってから、どこの銀行に預金があるか聞いても教
えてもらえません。
　まだ調子がよくて売掛金を払ってもらっている時
から、どこに、どのような財産が存在するのか、確
認しておきましょう。一番簡単な方法は、相手の会
社に聞くことです。取引銀行はどこか、どの会社に
商品を売っているか、本社と代表者（社長）はどこ
に不動産を持っているかなどを確認しておけば、将
来、売掛金が焦げ付いた場合に、判決を取って、銀
行預金や売掛金、不動産を差し押さえる時に役立ち
ます。

（４）保証人を付けたり、担保をとったり、取引保
　　  証金をもらったりしておく
　これは安心につながりますが、売掛金を払っても
らえなくなってからお願いしても応じてもらえませ
んから、やはり、調子のよい時からお願いしておく
ことが肝要です。
　実際には、取引の最初からこのようなお願いをす
ることはやはり難しいことです。結婚する相手に、
将来する離婚する時のことをお願いしているような
ものですからね。

所長弁護士
藤田　哲

所長弁護士が
ノウハウ教えます
第６回

 売掛金の回収

 
                  内緒で


